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新技術・新工法活用システム  フロー図

ホームページ上に実施要領、応募様式を掲載
募集

 　新技術・新工法
（工法、施工機械、材料、製品）

新技術等の審査基準
１　品質の向上
２　施工性や安全性の向上
３　施工時の自然環境への影響
４　コスト縮減
５　実地条件下での適合性

新技術等の対象
　対象とする新技術等は、従来の技術に替わる新しい工法、
施工機械、施工材料及び製品として開発され、公共事業に
おいて活用が可能であるとともに、鳥取県の地域特性に合っ
たものとし、次の（１）及び（２）のいずれにも該当するものと
する。
（１）次のア又はイのいずれかに該当するもの
　ア　県内に存在する本支店や製造工場により開発されたもの
　イ　主として県内産資材を使用し、県内に存在する製造工場
　　により生産されたもの
（２）次のアからカまでのいずれかの効果が確認できるもの
　ア　機能性の向上、イ　耐久性の向上
　ウ　施工性の向上、エ　安全性の向上
　オ　コスト縮減、カ　施工時の社会・自然環境への負荷低減
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事前審査の流れ
１　事前審査の前に、申請内容が新技
術等の対象（１）及び（２）に該当する
か否かを確認する。
２　該当する場合は受付を行い、事前
審査を実施する。
３　該当しない場合は受付を行わず、
理由を附して応募者に通知する。
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